
外来種対策

人為により意図的、非意図的に海外か
ら導入される生物（外来生物）の増加

により、生態系等に被害が生じ、我が

国の生物多様性損失の大きな要因と
なっており、その被害を防止すること。

生態系被害防止外来種リスト
環境省、農林水産省

外来種被害防止行動計画
環境省、農林水産省、国土交通省

侵略性の高い外来種を科学的知見から選定

我が国の外来種対策の中期的な総合戦略

H27

H27

事業

○直轄事業

○自治体支援

世界自然遺産候補地等の我が国の生物多様性保全重要地域における防除
例①マングース（奄美大島・沖縄本島やんばる地域）
-奄美大島では平成12年約10,000頭→平成30年10頭以下と推定※平成30年5月以降は捕獲なし

-やんばる地域では平成12年度から平成30年度までに 約5700頭を捕獲※平成30年度は29頭捕獲

-希少種等の生息数回復を確認。マングースの減少による捕獲困難化を踏まえ防除手法を改良。

１．特定外来生物防除直轄事業

最も費用対効果の高い、国内（もしくは地域）侵入初期における緊急防除
例②ヒアリ（全国の港湾等）、③ツマアカスズメバチ（対馬等）、④オオバナミズキンバイ（琵琶湖）

２．侵入初期外来生物・交雑種緊急防除事業

効果的な防除技術の情報共有など、関係機関との連携強化等
・例 各地方環境事務所と地方自治体等による外来生物対策に係る連絡会議を開催

３．広域分布外来生物対策強化促進事業

対馬のみで定着。対馬にお
ける防除及び九州・中国・
四国地方の港湾において監
視モニタリングを実施。

琵琶湖で大量発生。
湖面を覆うように生
育。滋賀県、環境省
等による防除を実施。

オオバナミズキンバイツマアカスズメバチ

生物多様性保全推進支援事業により、自治体の外来種対策を支援

４．生物多様性保全推進支援事業

注目度の高い外来種

① ③ ④

ヒアリ

平成29年６月に国
内初確認。全国の
港湾等での調査・
防除を実施。

マングース

ヤンバルクイナ等の希少
種を捕食。防除事業を継
続的に実施し、生息密度
が減少してきている。

②

特定外来生物について、

○飼養・輸入等の規制

○国の防除、地方公共団体等の防除の支援

特定外来生物の新規指定

被害の未然防止の観点から随時指定

直近では令和２年９月にザリガニ類等14種を新規
に指定（規制は11月から）し、合計156種類

外来生物法 H17施行、H26改正

目的



ヒアリ対策について

○平成29年6月に国内で初確認されて以降、59事例が報告（令和２年９月30日現在）
※令和２年度は11事例

○確認できた個体はすべて駆除し、ヒアリの定着を示す状況は確認されていない

【令和元年10月 東京港青海ふ頭で多数の女王アリを確認】
○10月21日、ヒアリ対策関係閣僚会議が開催。緊急対応の具体的な内容を申合せ
○以下の緊急対応を実施
・青海ふ頭 ：コンテナヤード全域での殺虫餌の面的散布
・青海ふ頭周辺：港湾施設、公園、学校、商業施設等における確認調査
・全国の港湾 ：定期調査の実施状況を確認の上、54港湾で追加調査
・関係事業者や周辺住民等への周知、港湾関係者向け講習会
令和２年度も政府一丸となって対策を徹底（令和2年5月8日関係省庁会議確認）

主な対策内容

・南米原産。体長は2.5～6mm。刺されると焼けるような激し
い痛み。体質によっては、アレルギー反応により死に至ることも。

・外来生物法に基づく特定外来生物に指定されており、

生態系、農林水産業、人体への被害が懸念されている。

・開けた場所を好み、公園、緑地、水辺、畑地などに巣を作る。
定着すると、お花見や花火大会など公園や河川敷などでの

季節の楽しみを安心して行えなくなるおそれ。

・海外では、耕作者への直接的被害のほか、農作物をかじって

品質や収量を低下させる、家畜を襲う等の被害がある。

ヒアリとは

○水際対策の徹底
・東京港での徹底した防除・調査の継続
・ヒアリ確認地点での殺虫処理と確認調査
・全国65港湾、31空港での定期的な確認調査
○関係機関・関係者との連携
・自治体向けのマニュアルの更新・周知
・輸入事業者向けコンテナ等の点検の協力依頼
・HPやパンフレットの活用
・チャットボットを活用したヒアリ相談受付
○継続的な対策強化の検討
・新規技術の導入による港湾管理や調査手法の向上
・中国等との国際的な連携・協議を継続
・コンテナ清浄化等の技術の実用可能性を検討

定着防止に
最大限の取組



外来ザリガニ類の新規規制について


